
（別紙） 
＜漏えいに至った経緯＞ 

１月３０日  仮設の排水ポンプを設置（作業を安全に実施するために必要な処置（以下、「安全処置」という）は、設置作業を担当する「共用設備グループ」からの依頼に基づき、フィルタベント装置
の設置工事における計器類のケーブル干渉作業（以下、「当該工事」という）を担当する「計測制御グループ」が実施）。 

３月１６日  当該工事の作業終了に伴い、計測制御グループから共用設備グループに対し、仮設の排水ポンプの取り外しを依頼。また、同作業の実施を当社より協力企業へ依頼。［   ～   ］ 

３月２７日  協力企業は、共用設備グループに対し、作業開始について連絡し、許可を得た。 
        その後、協力企業が仮設の排水ポンプの取り外し作業を行ったところ、配管内に溜まっていた水が漏えい。［   ～   ］ 

女川原子力発電所２号機における水漏れの原因・再発防止対策（概要図） 

仮設排水ポンプ 

仮設ホース 

逆流防止弁    出口弁 

➊ 出口弁が開いたまま 
作業を開始 

排水ポンプ 

➋ 仮設ホース接続部を外した際
に残水5リットルが漏えい※1 

担当者 

共用設備グループ 
（仮設排水ポンプ取り外し担当） 

計測制御グループ 
（当該工事担当） 

担当者 

仮設排水ポンプの取り外しを依頼 

安全処置は、取り付け
時と同様に共用設備
グループから依頼が
あると思っていた 

安全処置は取り付け時
と同じであるため、計測
制御グループが実施す
ると思っていた 

【原因①】  

計測制御グループは、共用設備グループに対し、安全
処置（出口弁の閉）の管理をどちらが主体的に行うか 
明確にしていなかった 

  ⇒ 他グループへの依頼事項が不明確 
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 作業開始を連絡 

【原因②】 

共用設備グループは、協力企業から作業開始について
連絡を受けたが、仮設の排水ポンプの取り外しまでは
行わないと思い、作業を許可した 

  ⇒ 作業開始前の相互確認が不十分 
 

【原因③】 

作業開始の許可を得たことで、作業手順に基づく出口
弁の確認は共用設備グループ側で実施済であると思い、
弁の開閉状態を直接確認しなかった 

  ⇒ 作業手順に従い確実に作業を行うことに対する 
慎重さが不足 
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※１ 予め残水を受けるビニール袋を用意していたが、袋から跳ね
返った残水が漏えい 

※２ 原子力発電所で発生する液体廃棄物（廃液）を処理する設備 
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液体廃棄物処理系※２へ 
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配管の洗浄水など 



ヒューマンエラー低減に向けた現在の取り組み 
（平成２９年１月２０日公表） 

（１）リスク想定と基本動作の徹底に関する基盤整備 

［リスク想定・基本動作の徹底］ 

• 作業の各段階での、リスク想定                

•安全処置に関する理解促進ガイドの作成・教育 

•作業を確実に実施するための基本動作に関する教育 

（２）作業の各段階におけるリスク想定の充実・基本動作の確認 

終了後 

［気づき事項等のフィードバック］ 

• 作業結果を振り返り、改善点を次回の作業に反映    

作業中 

作業前 

作業 
計画時 

［リスク想定の充実］ 

• ３Ｈ（初めて・変更・久しぶり）などの作業に対し手順の読み 
合わせや管理職等を含めた事前検討を実施 

•管理職等は、自らの経験を踏まえアドバイス等を実施 

［管理職によるサポートの充実とセルフチェック］ 

• 管理職等は作業前ミーティング時、ヒューマンエラーリスク 
抽出のため、担当者に問いかけや動機付けを実施 

• 担当者は、自ら作業前にもう一度立ち止まり、作業前のセル
フチェック（リスク想定ドリル等の活用）を実施 

［管理職による現場確認］ 

• 管理職が現場に出向き、基本動作の実施状況の確認および
指導を実施 

更なる取り組み 

（今回の原因） （追加対策） 

原因② 

• 作業開始前の相互確認が不十分 

原因① 

• 他グループに依頼する作業の範囲が  
不明確 

対策① 

• 依頼する作業の範囲を明確化 

作業担当グループから、他のグループへ
作業管理を依頼する場合には、予め、  
作業管理の所掌範囲を明確にする旨を 
文書に反映する 

対策② 

• 作業開始前の相互確認の徹底 

当社が作業開始前に協力企業と相互に 
確認・共有すべき事項を、作業前セルフ
チェックカードなどに明確化する 

対策の浸透・定着をはかる中で，基本動作の
細部に不明確な部分があった 

現在の取り組みに追加で改善すべき要素
を取り込み、対策の実効性を高めていく 

 業務の前提となる基本動作に関し、さらに改善すべき課題が認められたことから、現在の対策に取り入れる。 

２．再発防止対策 

原因③ 

• 作業手順に従い確実に作業を行うこと
に対する慎重さが不足 

対策③ 

• 「基本動作に関する教育」を実施 

作業手順に従い、確実に作業を行うといっ
た、基本動作に関する教育については、こ
れまでは当社社員を中心に実施してきたが、
今後、協力企業においても同様に実施して
いく 

補強 


